
～ お 待 ち し て い ま す 、 あ な た の ふ る さ と へ の 思 い ～ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

平成の大合併では唯一の旧長野県山口村との越県合併と合わせ恵那郡北部６町村との合併により、平

成１７年２月１３日、新中津川市が未来に向かってスタートしました。 

「多様性のなかの統一」の理念に基づき、それぞれの地域の歴史や文化を大切にし、持てる力を合わせて

「中津川市ここにあり！」と全国に誇れるまちづくりを進めております。 

今後はリニア中央新幹線を視野に入れた広域の拠点都市づくりを進め、「豊かな自然と独自の歴史・文

化が光る、いきいきとしたふるさと中津川」をつくってまいります。 

皆さまのふるさとに対する思いを「ふるさとづくり寄附金」という形でかなえていただけませんか。 
 

 

■寄附金の使い道はお選びいただけます。（活用内容例は以下のとおりです。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ふるさとづくり寄附金には住民税などの軽減措置があります（税の軽減を受けるには、税務署で所得税の確定申告が必要です。） 

個人の方が中津川市に 5,000 円を超える寄附をしていただきますと、寄附金額から 5,000 円を差し引いた額が、所得税と住民税の合計額か

ら一定の限度まで軽減されます。 

（法人の場合は、寄附金額が全額損金算入されます。）                                               

                               （ふるさとづくり寄附申込書は裏面にあります。）  Vol.2103 

●安全・安心なまち ●教育振興 ●文化振興 

 
●子どもたちを守る学校・保育所等耐震化

促進 

●公共施設へのＡＥＤ（自動体外式除細動

器）配備 

●市立図書館、学校図書館の図書充実 

●学校給食に安全・安心な地元農産物を（地

産地消の推進） 

●自然体験学習やふるさと教育 

●学校理科備品の充実 

 

 

●馬籠、中山道の街並み景観維持 

（世界遺産登録に向けて）

●美術館（青邨記念館）再整備 

●芝居小屋三座（明治座、常盤座、蛭子座）

の維持整備 

●景気対策 ●環境・福祉の向上 ●広く中津川市の振興のため 
●使い道の指定が無い場合は、有効に活用

させていただきます。 

 
●雇用対策、金融支援、地産地消の推進な 

ど景気対策 

●美しい森林づくり 

●小水力発電施設整備 

●一人暮らし高齢者世帯への火災報知機や

緊急通報システムの設置 

●市民病院・坂下病院の医師・看護師の確

保や経営健全化 

携帯電話からも申込みができます。 

 
携帯電話用ＱＲコード 

市民の方からの寄附金

も軽減措置の対象です 

ふるさと中津川の今、そして未来



 
 

 

 

中津川市ふるさとづくり寄附金 申込書 

 私は、中津川市を応援するため、寄附を申し込みます。 

 ご住所                                                       

 お名前                         電話番号      -      -          

 E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                                                                    
 

 使い道と寄附金額 
使い道の指定 寄附金額 使い道の指定 寄附金額 

□子どもたちを守る学校・保育所 

等耐震化促進 円
□芝居小屋三座（明治座、常盤 

座、蛭子座）の維持整備 円

□公共施設へのＡＥＤ配備 円
□雇用対策、金融支援、地産地 

消の推進など景気対策 円

□市立図書館、学校図書館の図書 
充実 

円 □美しい森林づくり 円

□学校給食に安心安全な地元農 

産物を 円 □小水力発電施設整備 円

□自然体験学習やふるさと教育 円
□一人暮らし高齢者世帯への火災 

報知機や緊急通報システムの設置 円

□学校理科備品の充実 円
□市民病院・坂下病院の医師・ 
看護師の確保や経営健全化 円

□馬籠、中山道の街並み景観維持 
（世界遺産登録に向けて） 円 □広く中津川市の振興のため 円

□美術館（青邨記念館）再整備 円 合計 
◆ご希望される使い道の□欄にレ印と寄附金額を記入してください。 
◆上記例示以外の使い道をご希望の場合は、具体的な使い道を下の「中津川市への応援メッセージ」

欄にご記入ください。 
 

寄附金の納付方法について 

 １、金融機関で納付書による納付   ２、ゆうちょ銀行、郵便局で払込取扱票による納付    

 ３、口座振込   ４、現金書留   ５、現金を中津川市役所企画財務課窓口へ持参 
◆上記１～５のいずれか一つご希望の納付方法に○印を記入してください。（３、４の方法は、寄附 

金以外に手数料又は郵送料等がお客様のご負担となりますのでご了承ください。） 
 

氏名の公表について （寄附の状況について市公式ホームページ等で公表します。） 

次のいずれかの□欄にレ印を記入てください。 
 氏名の公表に    □同意する     □同意しない（匿名希望） 

◆レ印のご記入がない場合は、公表に同意されないものと判断させていただきます。 
 

中津川市への応援メッセージ 

（ご自由にお書きください。寄附金の具体的な使い道のご希望がある場合はここにご記入ください。）

 
 

申込年月日 

平成  年  月  日

        中津川市役所企画財務課   〒508-8501 中津川市かやの木町 2 番 1 号 

                            電話 0573-66-1111（代）   Fax0573-65-5273 

      中津川市公式ホームページ URL   http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp 

※携帯電話からも寄附申込みいただけます。携帯電話用のＱＲコードは表面にあります。 

            ◆この申込書をコピーしてご利用いただくこともできます。◆ 
■中津川市ふるさとづくり寄附の流れ 

寄附申込み 

（寄附者から） 
⇒ 

納付書郵送

（市から）※ 
⇒ 

寄附金の払込み

（寄附者から） 
⇒

受領証明書発行

（市から） 
⇒

税務申告 

（寄附者から） 
⇒ 税軽減措置

  （※ 口座振込、現金書留、現金持参にて寄附していただく場合は、市から納付書は郵送いたしません。） 

お申込み 

お問合せ 

ふるさと中津川に対する皆様の思いを「ふるさとづくり寄附金」としてお寄せください。 


